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平成１８年第２回定例会

富 良 野 市 議 会 会 議 録

平成１８年７月７日（金曜日）午前１０時０１分開議

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎議事日程（第４号）

日程第１ 議案第 １号 平成１８年度富良野市一般会計補正予算（第１号）

議案第 ４号 富良野市財政調整基金の処分について

議案第１０号 富良野地区介護認定審査会規約の変更について

日程第２ 議案第 ２号 平成１８年度富良野市老人保健特別会計補正予算（第１号）

日程第３ 議案第 ３号 平成１８年度富良野市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第４ 議案第 ５号 富良野市立学校施設利用条例の制定について

議案第 ７号 富良野スポーツセンター条例の全部改正について

日程第５ 議案第 ６号 富良野市中心街活性化センター設置条例の制定について

日程第６ 議案第 ８号 富良野市長及び助役の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の一部改正について

日程第７ 議案第 ９号 富良野市教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の一部改正について

日程第８ 報告第 １号 専決処分報告

日程第９ 意見案第１号 基地対策予算の増額等を求める意見書

日程第10 意見案第２号 道路整備に関する意見書

日程第11 意見案第３号 日本と同等の安全対策が実施されない限り、アメリカ産牛肉の輸

入再開をしないことを求める意見書

日程第12 意見案第４号 高金利の引き下げ等を求める意見書

日程第13 意見案第５号 地方交付税制度の財源保障機能を堅持し、充実を求める意見書

日程第14 意見案第６号 医師・看護師等の大幅な増員を求める意見書

日程第15 閉会中の所管事務調査について

閉会中の都市事例調査について

─────────────────────────────────────────
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１３番 千 葉 健 一 君 １４番 岡 野 孝 則 君

１５番 菊 地 敏 紀 君 １６番 宍 戸 義 美 君
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午前１０時０１分 開議

（出席議員数１８名）

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

これより、本日の会議○議長（中元優君）

を開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指名

────────────────────

本日の会議録署名議員○議長（中元優君）

には、

千 葉 勲 君

菊 地 敏 紀 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

諸 般 の 報 告

────────────────────

事務局長をして諸般の○議長（中元優君）

報告をいたさせます。

事務局長桐澤博君。

－登壇－○事務局長（桐澤博君）

議長の諸般報告を朗読いたします。

市長より提出の追加議案、報告第１号専決

処分報告につきましては、本日御配付のとお

りでございます。

議会側よりの追加議案、意見案６件、事務

調査及び都市事例調査の申し出等につきまし

ては、本日御配付の議会側提出件名表ナン

バー２に記載のとおりでございます。

以上でございます。

────────────────────

議会運営委員会報告

────────────────────

本定例会の運営に関し○議長（中元優君）

て、議会運営委員会より報告を願います。

議会運営委員長横山久仁雄君。

－登壇○議会運営委員長（横山久仁雄君）

－

議会運営委員会より、７月４日、日程終了

後、委員会を開催し、追加議案の取り扱いに

ついて審議いたしました結果について、御報

告申し上げます。

追加議案は、市長側提出案件で専決処分報

告１件があり、議会側提出案件は９件で、内

訳は意見案６件のほか、各常任委員会より閉

会中の所管事務調査２件、特別委員会より都

市事例調査１件の申し出がございます。いず

れも、本日の日程の中で御審議を願うことに

いたしております。

以上申し上げまして、議会運営委員会から

の報告といたします。

お諮りいたします。○議長（中元優君）

ただいま議会運営委員長より報告のとお

り、本定例会を運営いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、ただいまお諮りのとおり決しまし

た。

────────────────────

日程第１

議案第１号 平成１８年度富良野市

一般会計補正予算（第１号）

議案第４号 富良野市財政調整基金

の処分について

議案第１０号 富良野地区介護認定

審査会規約の変更について

────────────────────

日程第１ 議案第１号○議長（中元優君）

及び、これに関連する議案第４号、議案第１

０号、以上３件を一括して議題といたしま

す。

これより、本件３件の質疑を行います。

最初に、議案第４号富良野市財政調整基金

の処分についてを議題といたします。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で議案○議長（中元優君）

第４号の質疑を終わります。

次に、議案第１０号富良野地区介護認定審

査会規約の変更についてを議題といたしま

す。
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質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で議案○議長（中元優君）

第１０号の質疑を終わります。

次に、議案第１号平成１８年度富良野市一

般会計補正予算を議題といたします。

質疑は、歳出より行います。

事項別明細書１８ページをお開きくださ

い。

１款議会費、２款総務費。１８ページより

２１ページの中段までのうち、１款議会費、

２款総務費を行います。

質疑ございませんか。

８番千葉勲君。

１９ページの総務費の○８番（千葉勲君）

中で、自治振興費がありますが、北海道移住

促進協議会負担金というのがありますけれど

も、この内容について、もう少し具体的に御

説明をいただければと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長下口信彦君。

それでは、千葉○総務部長（下口信彦君）

議員の御質問にお答えさせていただきたいと

思います。

１９ページの各種負担金の北海道移住促進

負担金でございます。これにつきましては、

北海道が取り組んでおりました北の大地の移

住促進事業という事業がございまして、これ

に基づきまして、パートナー市町村が１４市

参加いたしまして、この事業に参加してござ

います。会長は函館市長、事務局は函館市企

画振興課にございます。

この内容でございますが、都道府県等の団

塊の世代をターゲットといたしまして、移住

対策をしたいというような目的で発足をして

ございます。

この事業でございますが、平成１８年度

は、一つといたしまして、移住促進に係る周

知活動の実施、もう一つは、移住促進に係る

各種施策の推進、もう一つは、移住ビジネス

の創出に向けた研究、そういったものが中心

になってございます。

加盟市町村につきましては、平成１７年９

月２８日現在で１４市町村、そしてまた、平

成１８年５月１８日では６１市町村、加盟し

てございます。今月、７月１日現在では、６

３市町村が加盟してございます。

ちなみに、上川管内では、旭川市、士別

市、名寄市、東神楽町、比布町、東川町の６

市町村でございます。今回、私どもの市も加

盟させていただきたい、このように思ってい

るところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

８番千葉勲君。

今回、能登市長の最初○８番（千葉勲君）

の議会ということでございまして、所信表明

にも出されたわけですけれども、所信表明を

見ますと、３ページの「食観光、体験観光、

教育観光の創出に努め、経済の活性化や移住

者が安心して住める環境づくりを進めます」

と、こういう文章が書かれているわけですけ

れども、私は、この交付金と市長の思ってい

る所信表明との関係を、もう少しやっぱり具

体的に説明していただければなと思っており

ますけれども。

御答弁願います。○議長（中元優君）

総務部長下口信彦君。

一般質問等で観○総務部長（下口信彦君）

光行政について、市長はるる説明してござい

ます。これにつきましては、食観光、あるい

は教育観光等々の三つに基づきまして、観光

行政を重点として行っていきたいということ

でございます。

この内容につきましては、ターゲットとし

ましては、各階層を持っていきたいというこ

とでございまして、交流観光に基づきまし

て、最終的な移住につながればということで

ございます。

今回、この移住促進協議会に加盟するとい

うことでございますが、これは北海道を挙げ

まして移住政策に基づくということで、最終

的には先ほど申し上げたとおり、団塊の世代

を対象としていきたいということでございま
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して、いろいろと施策的につきましては、新

聞紙上で最近載っていたのですが、上士幌町

では、一応何といいますか、空き教員住宅を

中心といたしまして、１カ月ほどそういうも

ので体験していただいて、家賃を取ってとい

うことで移住政策をとりたいというような、

いろいろと創出をしてございます。これから

富良野市におきましても、そういうような形

で加盟した中でどうしていくかということ

は、今後の問題でございますが、そうした中

で、一つとしては、そういう目的の中でいき

たいという形になっているかと思います。

以上です。

よろしいですか。○議長（中元優君）

８番千葉勲君。

私は、このことに決し○８番（千葉勲君）

て反対ではないのですけれども、ただ、問題

は、単に経済の活性化だとか人口増に結びつ

けるという発想だけで、この問題に取り組む

というのはいかがなものかなというふうに

ちょっと考えているわけです。例えば、国の

事業も、特に富良野にとっては、リゾートの

指定を受けて進めてきたわけですけれども、

決してマイナスではないのですけれども、

もっともっとやっぱりこういう問題に取り組

むときに、将来的にはもう少しやっぱり富良

野市としてどうあるべきなのかということ

を、単純に経済の問題とか人口増の問題とか

の取り組みで物事を進めていくとすると、

やっぱりちょっと、逆にそのことに対する費

用とかリスクの問題が出てくるのではないか

というふうに思っておりまして、特に、総務

部長が答弁されたように、都市の団塊の世代

を移住させるということになると、どうして

もやっぱり高齢者というか、そのことによっ

て医療とか、さまざま町づくりの形態にやっ

ぱり影響を与えていくのではないかというふ

うに思います。

私はそういう意味で、この問題の取り組み

もやっぱり前提になるものは、富良野市の町

をどういうふうにしていくのかというところ

で、今、都市の生活や、あるいは団塊の世代

を移住させて、町づくりをどう進めていくか

という視点が、もう少ししっかり受けとめて

いかなければ、私は単純に一時的な取り組み

が終わってしまったり、もっと言えば、その

ことによってのリスクを抱え込んでしまうと

いうことになると、必ずしも、発想としては

悪くはないと思いながらも、結果としてこの

ことに対する効果がないというか、もっと言

えば、町づくりに逆な意味でブレーキがかか

る可能性がないわけではないというふうに考

えるだけに、もう少しやっぱりしっかりとし

た理念をつくり上げて取り組むべきと私は考

えているわけですけれども、ぜひ、所信表明

にも書かれているわけですし、今回の市長選

挙で市長が出されたさまざまな宣伝物を見て

みますと、このことが随分強調されているよ

うに思いますので、ぜひ市長の方から、もう

一つ御答弁をいただければ、この市長の所信

表明とこの事業の関連について、市長の考え

方をお聞かせいただければありがたいなと思

います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

市長能登芳昭君。

千葉議員の御質問に○市長（能登芳昭君）

お答えさせていただきます。

ただいま総務部長の方からお答えさせてい

ただいたわけでございますけれども、私は、

所信表明の中でお話しさせていただいている

中身は、基本的には富良野の住んでいる方

が、まず住んでよかったと、そういう状況づ

くりの町づくりが私は基本だと。次に、それ

では、そういう状況の中で、富良野の産業基

盤が農業と観光と、こういう二つの柱を携え

て、将来私は農村観光都市形成を目指すと、

こういう考え方を基本に持っておりますか

ら、当然、それに附帯するような要件的なも

の、一つに挙げれば、観光的なものと、それ

から農業的なもので合致するものについて

は、こういう四季折々の美しい富良野に落ち

着いていただける方がいるという状況も昨今

の状況から考えてみますと、かなりそういう

興味を持った方々が全国にいらっしゃると。
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こういうことで私はとらえているところでご

ざいますので、そういった中で、今、この補

正予算に上げている負担金の関係で、そうい

う会に入って、情報収集なり、あるいは富良

野のＰＲするような状況づくりをつくって、

それに賛同される方が富良野に来ていただく

と。こういう形になるのが私は最も理想とす

るところであると、このように考えていると

ころでございます。

次にございませんか。○議長（中元優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

３款民生費、４款衛生費。２０ページの下

段より２３ページの中段までのうち、３款民

生費、４款衛生費を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

６款農林業費、７款商工費。２２ページの

下段より２７ページの上段のうち、６款農林

業費、７款商工費を行います。２２ページの

下段より２７ページの上段まで。

質疑ございませんか。

１番今利一君。

それでは、１点だけ質○１番（今利一君）

問させていただきます。

２２ページ、２３ページの農林業費の中の

１１０番の市民農園のことについてお聞きし

たいと思います。

これは１１年の３月に購入されて、その

後、ひまわり、２年間放置しておいて、あと

５年間ぐらいひまわりをずっと植えていると

聞いておりますけれども、本来、市が考えて

いる市民農園の趣旨だとか、あるいは市民農

園の考え方について、お聞きしたいと思って

おります。よろしくお願いします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長石田博君。

今議員の御質問に○経済部長（石田博君）

お答えいたします。

学田三区の市民農園の趣旨、基本的考え方

についてという御質問かと思います。

学田三区につきましては、鳥沼の補完的な

役目をするということで開設をさせていただ

いたところでございます。現在、その市民農

園の用地に地域高規格道路の富良野道路とい

うことで、開通の予定地になったということ

で、これがことしの２月に予定地ということ

で売却されたところでもございます。

また、それらの残り地につきましても今ご

ざいますので、今後といたしましても、周辺

農家の雑草等の種の飛散等々の迷惑の防止及

び市民農園としてのこれからの活用、さらに

は、あの地先の上の道路にもホテルを開設す

るということにもなってございますので、沿

道景観の立場からも、これらの配慮を引き続

き行いまして、ことしにつきましても、今

回、補正させていただいてございますところ

の緑肥、景観作物等々の植栽を行っていきた

いというふうに考えてございます。

さらに、その後、地域高規格道路の工事状

況を見きわめながら、この市民農園等につき

ましては、今後、総合的に判断し、どのよう

な利活用が一番いいのか等々の方向性も含め

まして、検討してまいりたいというふうに考

えてございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

１番今利一君。

僕は、これからの活用○１番（今利一君）

状況だとか、その状況、利用状況を聞いたわ

けでなくて、今聞いたのは、市民農園の趣

旨、どういう考えを持ってやっておられるの

かということをお聞きしたかったのです。そ

こをお願いいたします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長石田博君。

市民農園の趣旨と○経済部長（石田博君）

いうことでございますが、これにつきまして

は、市民の方が、休日または平日を含めまし

て、農作業及び作物の収穫の楽しみをとって

いただくということで市民農園を開設してい
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るところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

３番宮田均君。

７款商工費の１０１○３番（宮田均君）

番、地産地消事業費、この内容についてお伺

いいたします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

商工観光室長高山和也君。

宮田議員の○商工観光室長（高山和也君）

御質問にお答えいたします。

地産地消費の内容でございますが、７５万

円でございます。この内容につきましては、

現在進めております「ふらのを食べようキャ

ンペーン」、この一連の事業といたしまして

実施するものであります。

一つは、いわゆる「ふらのを食べようキャ

ンペーン」のイベントを行います。この調査

委託料が１０万円、さらには、昨年度も行い

ましたが、富良野産の小麦粉等、加工品を使

いましたキャンペーンを行いました。こう

いったものに引き続き、ことしもこのような

キャンペーンのために、市といたしまして６

５万円相当を見ております。具体的な内容に

つきましては、消耗品の中で小麦粉を購入す

る、さらにはチラシの印刷、そして、それを

新聞折り込み等の手数料で払うと、こういう

ようなことになっております。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

ちょっと今、わかりに○３番（宮田均君）

くかったので、もう一度お聞きいたしますけ

れど、イベント企画、このイベントの企画の

ちょっと内容を、どういう趣旨で、どういう

ような形で、もう一度だけちょっと。それ

で、それをここのイベント企画でいいます

と、委託するわけですよね。そこら辺の経緯

をちょっとお聞かせ願いたいと思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

商工観光室長高山和也君。

お答えいた○商工観光室長（高山和也君）

します。

イベントの企画につきましては、「ふらの

を食べよう」全体を、いわゆる啓発事業とし

て、去年は富良野弁当のコンテスト、こうい

うようなものを市民の皆さんにＰＲするため

に、会場を借り上げて、企画から実施、そし

てまた、その効果測定まで行いました。今年

度につきましても、１０万円相当の中で、市

が直接、例えば会場借り上げとか、それから

印刷消耗品とか、ＰＲするとか、そういうの

を行うのではなくて、適正な、いわゆるコ

ミュニティビジネスを今目的とした、例えば

ふらのＦＭラジオとか、そういう団体があり

ますから、そういうところに企画をしていた

だいて、ＰＲをしていく。そして、そのイベ

ントを行う。こういう企画を含めた委託料で

計上したものであります。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

３番宮田均君。

この事業自体が悪いと○３番（宮田均君）

かそういうのではなくて、やはりイベントの

企画をだれが主体になって、市長もおっ

しゃっているように、だれが主体になって企

画して、だれがやるのかというあたりが、こ

の企画を本来の目的だけと、それからある程

度の企画を市民と一緒に立てて、それを企画

会社にやるのか、企画会社に丸投げなのか、

ここら辺のところを聞かせていただきたい。

御答弁願います。○議長（中元優君）

商工観光室長高山和也君。

お答えいた○商工観光室長（高山和也君）

します。

委託するということは、基本的な考え方は

あくまでも市にあります。それを受託者に対

しましてプレゼンいたしまして、適正な企画

を組んでいただく、そしてＰＲをしていただ

く、イベントを構築していただく、以上でご

ざいます。
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（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

７番横山久仁雄君。

先ほど、農業費の○７番（横山久仁雄君）

関係で質問がありましたけれども、私も改め

てまた、そこのところでちょっと質問をさせ

ていただきたいというふうに思いますので、

お願いをいたします。

先ほど、農業振興費のところで、市民農園

の管理運営費というところで、この用地を買

収した目的は何だったのだという話でした。

改めて私もその辺のところについて確認をし

ておきたいというふうに思うのです。

まず、用地を買収した当初目的ですね。こ

この今の学田三区のところを言っているの

で、一般論としての市民農園をどう使うのか

と、そんなもの決まっているわけですね。問

題は、この用地が本来の目的に沿って今まで

使われてこなかったところに今問題があるわ

けですから、ですから、そういう意味で、こ

の用地を買収したときの当初目的は何だった

のかということを改めて確認をさせていただ

きたい。

それから、こういう形でずっと今まで引き

ずってきたというか、１１年に用買をして以

降、本来目的に利用されないまま、これまで

こういう形で、当時は土地を肥培していくの

だとか、緑肥を入れるとか、いろいろな理由

の中で本来の市民農園としての利用がされな

いまま今日に至っていると。これがいつまで

続けられるのかということがこれまでもいろ

いろ議論になってきたわけで、ここのところ

は、ことしの予算については、補正予算を組

む段階では、そこは高速道路云々かんぬんと

いうのがありますが、依然として残地はでき

るわけですから、そうした残地についての管

理をしていく、これがいつまで続けられてい

くのか。

それから、今、市の財産の利活用の関係で

基本方針が出されました。これと照らし合わ

せて、将来的には考えていかざるを得ないの

かなというふうに思うのですが、その辺のと

ころの考え方もあわせてお聞きをしたいと。

それから、先ほど部長は、今後、総合判断

をしながら云々という話をされました。総合

判断というのは、どういうことを指している

のか、具体的に教えていただきたい。

もう一つ、農業費の中で、５目の農地費の

１５５番です。富良野地域事業調整委託事業

費というのがありまして、この中で、無頭川

の水利権の調査云々という目的で今回１３０

万円の補正予算が計上されておりますけれど

も、この中身を、調査をする目的と内容につ

いて、少し詳しくお知らせいただきたいと思

います。

以上です。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長石田博君。

まず１点目の市民○経済部長（石田博君）

農園の関係でございますが、まず、当初の買

収の目的ということでございますが、これに

つきましては、当初、鳥沼地区が平成２年か

ら購入いたしまして、鳥沼地区で市民農園を

開設、実施していたところでございます。こ

の時点で、鳥沼地区の希望者が大変、一時

ブームということもございまして、１００区

画を超えるような状況も出てきた。また、そ

れから、同じ作物等々を作付するということ

で、連作障害も若干見られるようになってき

たということで、他の用地を求める必要も出

てきたということで、この学田三区の用地の

買収に相なったのかなというのが１点目でご

ざいます。

それから、その学田三区でございますが、

１１年３月に購入したわけですが、その後、

今お話ありましたように、緑肥等々の準備を

させていただきまして、緑肥等々を作付した

わけでございますが、現在におきましても、

一部、当然残地が残ってございまして、こと

しもそれにつきましては、緑肥及び景観用の

植栽を植えると、作付するということで、先

ほど申しました管理を行っていこうというこ

とで考えているところでございます。
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それから、３点目の将来的な考え方、また

４点目の総合判断でございますが、これも先

ほど申しましたように、一部高規格道路の用

地に買収をされまして、本年度から一部河川

の切りかえ、また、１９年度には道路の工事

ということが相なるということでもお聞きし

てございますので、その辺の姿が見えること

等々も勘案いたしまして、最終的には、それ

らの残地につきましても、総合的に具体的な

活用方法を、利活用の方法を考えていかなけ

ればならないのかなというふうに考えてござ

います。

それから、２点目の１５５番、富良野地域

事業調整等委託事業費でございますが、これ

につきましては、推進事務費と、それからも

う１点、富良野地域の環境調査委託料という

ことで１３０万円がございますが、これにつ

きましては、北海道開発局からの受託事業で

ございまして、目的といたしましては、空知

川右岸地区における環境調査ということで、

調査内容といたしましては、布礼別川の水

量、水質、魚類等の調査でございます。調査

予定につきましては、７月の下旬に１週間程

度、調査を予定してございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

７番横山久仁雄君。

ただいま市民農園○７番（横山久仁雄君）

の関係について答弁いただきましたけれど

も、当初は、鳥沼農園に忌地現象が起きたと

か、連作障害が起きたとか、いろいろあった

のですよね。それから利用者の増だとか。現

状それはどういうふうな、もう連作障害だと

か、忌地現象だとか、あるいは利用者増とい

うのは、今なくなってきたのか。それによっ

て、将来の利活用の仕方を考えていくという

ことですから、そうすると、その内容いかん

によっては、処分をするのか、あるいは利用

するのかというのはわかりますよね。その辺

のところはどう考えているのかということ

と、それから、１９年、高規格道路が走って

どうのこうのということがありますけれど

も、これがいつ、先ほど申し上げましたよう

に、この利用について、利活用について、い

つまでに結論を出そうとしているのか、その

辺のところを具体的に、例えば年度内とか、

あるいは来年中にはというぐらいの話は出て

くるのかなと思ったのですが、その辺のとこ

ろについてはいかがですか。

御答弁願います。○議長（中元優君）

経済部長石田博君。

２点あろうかと思○経済部長（石田博君）

います。１点目の将来の関係でございます

が、これにつきましては、もちろんできるも

のであれば利活用をしていく、また、総合的

に判断をいたしまして、利活用がなかなか困

難ということになれば、他の方法での処分と

いいますか、他の方法でのものをやっていか

ざるを得ないというような方法もあろうかと

思います。

それから、２点目のいつまでかということ

でございますが、これも先ほどから、申しわ

けございません、恐縮でございますが、申し

上げていますとおり、１８年の７月ごろに河

川の切りかえ、１９年の秋ごろに道路本体の

工事の予定が始まってくるということをお聞

きしてございますので、その辺も見きわめま

して、検討を行っていきたいというふうに

思ってございます。

以上でございます。

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、次○議長（中元優君）

に移ります。

８款土木費。２６ページの中段より２９

ページの中段までのうち、８款土木費を行い

ます。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、これで終○議長（中元優君）

わって、次に移りたいと思います。

１０款教育費、１２款給与費。２８ページ
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の下段より３１ページまでのうち、１０款教

育費、１２款給与費を行います。

質疑ございませんか。

１７番北猛俊君。

２９ページ、教育振○１７番（北猛俊君）

興費の小学校閉校事業交付金の関係について

お伺いをいたします。

この内容がどうこうということよりも、学

校再編、何年か御協議をいただきながら、こ

の結果に結びついたのだというふうに理解を

いたしております。地域にとっても大変な作

業であったというふうに思いますし、さらに

また、これからの子供たちによりよい教育の

環境を提供するという意味からなったことで

もありますので、そしてまた、この後も学校

再編の関係については進められるということ

であります。この内容について、十分に認識

をさせていただいた上で予算を認めていきた

いというふうに思いますので、これの経過と

内容について、ちょっと御説明をいただきた

いと。

経過ということになりますと、大変膨大な

ものもあるかというふうに思いますけれど、

要点だけかいつまんで御説明をいただければ

と思いますので、よろしくお願いします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

教育部長杉浦重信君。

北議員の東山地○教育部長（杉浦重信君）

区学校再編の経過とその内容についての御質

問にお答えを申し上げたいと思います。

学校再編につきましては、これまでも、ま

た地域や学校や関係機関との十分な話し合い

をしながら、理解と協力を得て進めていると

ころでございます。

東山地区におきましては、平成１２年に東

山地区教育懇話会が開催された折、少子化等

の中で、児童生徒数が減少してくると、この

ままでよいのだろうかというような問題提起

がＰＴＡ、地域から出されたところでござい

まして、それから、平成１６年に入りまし

て、東山地域連絡協議会が中心となりまし

て、各地域の御意見を取りまとめていく、東

山地域の学校再編のあり方を取りまとめてい

ただいたところでございまして、平成１７年

の１１月に東山学校統合の要望書が市と教育

委員会に提出がございまして、教育委員会に

おきましては、直ちに臨時会を開催させてい

ただいて、地域要望に沿った形で再編を進め

ていくということで、教育委員会が地域と協

議を進めてまいったところでございます。

本年の３月には、学校統合整備委員会が発

足をいたしまして、新しい学校の名称を「樹

海小学校」とすると。そして、樹海西小学

校、樹海東小学校については閉校というこ

と、そして、校舎につきましては、樹海西小

学校の校舎を利用するという方針が決定され

たところでございます。

それに基づきまして、平成１８年の４月に

は、樹海東小学校の閉校事業実行委員会が組

織されました。さらに５月には、樹海西小学

校の閉校事業実行委員会が組織されまして、

それを受けまして、富良野市教育委員会にお

きましては、閉校事業の円滑な推進を図るこ

とを目的としまして、閉校事業交付金要領に

基づきまして交付をするものでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

８番千葉勲君。

今の北議員の質問に多○８番（千葉勲君）

少関連をするのですが、私も議会に出たとき

に、東山の学校統合があって、極めて何とい

うのですか、嘆くと言ったらあれですけれど

も、大きな問題になって取り組まれて、その

ときの経過を知っている者として、本当に改

めてまた、この時間の中でそういう問題が起

きているのだなということを痛感しているわ

けですけれども。恐らくこの２０名の議員の

中にも、その経過を知っているのは、議長と

私ぐらいしかもういないのではないかなと

思っているわけですけれども、非常に用意周

到にこれまで進めてこられたことに改めて敬
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意を表したいと思うのですけれども、私は、

確かにあの当時、学校統合という問題が大き

な地域の課題というか、さまざまな問題を含

んでいる中で、大きな住民の中での議論に

なったということは、大変なことではなかっ

たかなと思っておりますし、最近また、そう

いう問題の中で、単純にその当時の学校統合

と今の学校統合とは、少し変わってきている

のではないかなと思っております。特に、あ

の当時も過疎過密とかという問題はなかった

わけではないのですけれども、特に最近、地

域コミュニティとか、学校、教育の果たす地

域の役割とかというものを含めると、相当、

学校統合という問題が地域のあり方にも大き

な影響を与えていくのではないかなと。そう

いう意味で、これまで進めてこられて、地域

の中にどういう問題があったのか、ぜひ、こ

の機会に明らかにしていただければと思って

おりますが。

御答弁願います。○議長（中元優君）

教育部長杉浦重信君。

先ほども申し上○教育部長（杉浦重信君）

げましたけれども、学校再編に当たりまして

は、学校が地域に果たしてきた役割というこ

とを、また、地域の実情を考慮しまして、保

護者、地域、学校関係者と十分協議をいたし

まして進めているところでございますので、

御理解を賜りたいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

８番千葉勲君。

極めて抽象的な話に○８番（千葉勲君）

なって、もっともっと私、この間に具体的な

問題が出されたのだろうと思うのです。その

ことをどう解決を図ってきたのかということ

を、この場で明らかにしなければ、特に、こ

れからも大きな問題になっていくわけで、特

に今回の市長が出された所信表明の中に、非

常に大きな課題として、コミュニティとか、

市民の対話とかということが書かれているわ

けです。私はこれから学校の果たす役割とい

うのは、単なる学校教育とか、地域の社会教

育とかという問題だけではなくて、もっと

もっと地域づくり、コミュニティの問題とし

て、学校の果たす役割は大きいのではないか

と。そういう意味で、さっき言ったように、

３０年前に統合とは、ちょっと情勢が違って

いるのではないかという意味で、学校統合と

いう問題が、このことはもう少し地域の課題

としてとらえて解決を図っていかなければ、

本当に今置かれている地域の状況が解決して

いかないのではないかという意味で、もう少

し、この間に議論になったことを具体的に出

した方がいいのではないかと思っているの

で、私の方から提起をすればいいのかもしれ

ませんけれども、きっと長い時間をかけた地

域の中での取り組みでありますから、この内

容についても具体的に出されていると思いま

すので、ぜひ、そのことを明らかにしていた

だければと思っております。

御答弁願います。○議長（中元優君）

教育長宇佐見正光君。

千葉議員の再質○教育長（宇佐見正光君）

問にお答えをさせていただきますけれども、

まず、基本的なものといたしまして、地域の

子供の数が年を追うごとに減少しておりまし

て、この傾向は今後ますます進んでくるもの

でございます。

そのような中で、今、議員の方からお話が

ございます、学校は地域コミュニティや文化

活動の拠点として、当然役割を今まで果たし

てもいただいてございます。そのような中

で、少子化などによって、やはり社会情勢が

大きく変わってきております。そのような中

で、やはり教育は、機会均等というか、子供

たちに、やはりそういう視点を考えていかな

ければならないということもありますし、ま

た、このことは、今、教育部長の方からお話

もございますように、地域の住民の皆さん方

の理解を得て進めていかなければならない、

そして、子供たちが伸び伸びと学校生活がで

きるような教育環境の整備を図っていかなけ

ればならない、こういうことで、今回は、地

域の皆さんといろいろ協議をした中で、この



― 158 ―

再編ということで取り進めてきているところ

でございます。

今後においても、子供たちに不安のないよ

うな形で取り進めていきたいと考えていると

ころでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

８番千葉勲君。

何か抽象的なやりとり○８番（千葉勲君）

ばかりではあれなので、ぜひ、私、今回一般

質問の中で生涯学習の問題についてちょっと

提起をさせていただいたのですが、今、教育

というのは、相当大きな広がりを持つだろう

と。もっと言えば、これから行政の果たす役

割というのは、財政が困難だというだけの問

題ではなくて、これから将来は、地域を担っ

ていく町づくりをしていく人材の育成に大き

な役割を果たしていかなければいけないので

はないかと、私はそう思っていますだけに、

市長も、今回市長になられて、恐らくこれか

らの果たすべき行政の役割ということは整理

されているだろうと。そう考えていくと、ま

さに学校施設、教育の問題というのは、極め

て重要な課題ではないかと思っているわけで

す。そういう意味で、市政方針の中にも、所

信表明の中にも、コミュニティとか、あるい

は協働、参加ルール条例の問題について強調

されているわけですけれど、私はそういう意

味で、今、本当に行政の縦割りということを

少し広げた議論が必要なのではないかという

意味で、学校統合という問題は、単純に教育

の問題だけにとどまらないということを、そ

れも私が言うまでもないことだと思いますけ

れども、教育の立場で言えば教育の話になる

のだろうけれども、もっともっと行政の立場

で、学校統合、あるいは学校が地域のコミュ

ニティとか、地域活動に果たす役割というこ

とを考えると、市長がもう少し思い切った意

見を出すべきではないかと私は思っておりま

すだけに、できましたら、ひとつ、これは予

算上は教育長かもしれませんけれども、もっ

と学校の果たす役割とか、それから、ある意

味ではこの統合問題に対する意見について、

市長の執行に対する意思みたいなものを出し

ていただければありがたいなと思っておりま

す。

ここで、暫時休憩いた○議長（中元優君）

します。

───────────────

午前１０時４８分 休憩

午前１１時２２分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

先ほど、議会運営委員会を開催いたしまし

たので、委員長より、その報告をいただきた

いと思います。

議会運営委員長横山久仁雄君。

－登壇○議会運営委員長（横山久仁雄君）

－

先ほどの千葉議員の３回目の質問につい

て、現行議会ルールになじまない部分が一部

あり、これを整理いたしました。その結果、

千葉議員の３回目の質問については、再度整

理をいただき、再度質問をしていただくこと

で意見の一致を見ましたので、報告をいたし

ます。

以上です。

千葉議員、質疑ありま○議長（中元優君）

すか。

８番千葉勲君。

私の質問で時間をとら○８番（千葉勲君）

せて、本当に申しわけなく思っております

が、今、議運の委員長から報告いただいたよ

うに、大変御検討いただきまして、心から厚

くお礼を申し上げたいと思います。

私が申し上げたかったのは、今、生涯学習

でもそうなのですが、今回の学校の統廃合の

問題もそうなのですけれども、今の行政の縦

割りの限界というか、そのことを通して行政

改革をしていかなければいけないのだという

ことを、ある意味ではお互いに認識をしてい

かなければいけないし、もっと言えば、私な
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りに、私も議員として、そういうことはこれ

からの課題にしていかなければいけないと

思って、ある意味では具体的なことよりも、

今言った基本的な問題整理をしていただくこ

とに期待をしていたわけでございまして、ぜ

ひ、議長の計らいでこれから御検討いただけ

ればありがたいと思っておりますし、市長に

も、教育長にも、ぜひ、本当に今の行政に

とって、市民が求めている市政執行になり得

るかどうかということを基本に据えた、お互

いに縄張りとは言わないけれども、縦割り行

政の弊害を、やっぱり市民にとっていかに是

正をしていくのかということは、行政改革の

課題だということを、ひとつこれから肝に銘

じて御検討いただければありがたいと思って

おります。

最終的には、今回の予算を関連していきま

すと、同じ質問になるのかもしれませんけれ

ども、本当に学校施設というのは、まさに地

域にとって、さまざまな可能性というか、

もっと言えば、これから人間の環境をつくり

出すために、大事にしなければいけない課題

だと思うのですが、どうもこの経済的な中で

学校統廃合の議論をされるとすれば、本当に

ますます地域格差が生まれていくことになり

はしないかという思いで私は、ぜひ、これま

での経過について、問題点をしっかり出し

て、これから問題の解決に当たるということ

が大事なことではないかという意味で、具体

的な課題について出していただければという

こと、質問を出しているわけですから、その

趣旨でひとつ、別にそのことがいいとか悪い

とか言うつもりは私はありませんけれども、

ぜひ、議会というこういう公開の場でその問

題を出すということは、これからの市政執行

の上に大きな問題だと思っていますし、特に

市長の所信表明の中で言われているような市

民参加とかコミュニティとか、市民対話と

か、あるいは市民参加のルールとか、もっと

言えば、将来的には自治基本条例の問題まで

いくとすれば、このことをしっかりしていか

なければ、私はそういう目標に到達しないの

ではないだろうかと思っておりますので、今

回、予算に関連する問題としては、今回の課

題については、ぜひ、この議会の場で明らか

にしていただければと思っておりますので、

その点についてよろしくお願いしたいと思い

ます。

御答弁願います。○議長（中元優君）

教育長宇佐見正光君。

千葉勲議員の御○教育長（宇佐見正光君）

質問にお答えをさせていただきますけれど

も、まず冒頭に、東山地域連絡協議会の皆さ

ん方に、今回の樹海の東小学校、樹海の西小

学校の学校再編に並々ならぬ御協力を賜っ

て、今回実を結んだということで、改めて感

謝をしたいと思います。

その中で今、地域課題というお話がござい

ました。地域それぞれ御要望がございまし

て、まず１点は、複式学級の解消、教職員の

配置、跡地の活用、それから閉校、開校の予

算措置という、この４点が今回地域課題、要

望をいただいたところでございます。そのよ

うな中で、複式学級あるいは教職員の配置に

つきましては、学校を再編することによって

解消されると。それから、閉校、開校の予算

措置につきましては、今回６月の補正で提案

をさせていただいているところでございま

す。今後、この跡地の利活用、地域振興を含

めて、十分地元の方々とお話し合いをさせて

いただきながら取り進めていきたいと、この

ように考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

以上でございます。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、以○議長（中元優君）

上で歳出を終わります。

次に、歳入及び第２条地方債の補正を行い

ます。６ページ、７ページの第２表、地方債

補正、１２ページより１７ページまでの歳入

を行います。

質疑ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で、議○議長（中元優君）

案第１号の質疑を終わり、本件３件の質疑を

終了いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件３件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件３件は、原案のとおり可決さ

れました。

────────────────────

日程第２

議案第２号 平成１８年度富良野市

老人保健特別会計補正予算（第１

号）

────────────────────

日程第２ 議案第２号○議長（中元優君）

平成１８年度富良野市老人保健特別会計補正

予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第３

議案第３号 平成１８年度富良野市

公設地方卸売市場事業特別会計補正

予算（第１号）

────────────────────

日程第３ 議案第３号○議長（中元優君）

平成１８年度富良野市公設地方卸売市場事業

特別会計補正予算を議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑は、本件全体について行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第４

議案第５号 富良野市立学校施設利

用条例の制定について

議案第７号 富良野スポーツセン

ター条例の全部改正について

────────────────────

日程第４ 議案第５号○議長（中元優君）

富良野市立学校施設利用条例の制定につい

て、議案第７号 富良野スポーツセンター条

例の全部改正についてを議題といたします。

お諮りいたします。

本件２件については、さきの議会運営委員

長の報告のとおり、審査を要しますので、総

務文教委員会に付託し、閉会中、継続審査と

いたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件２件は、ただいまお諮りのと

おり決しました。

────────────────────

日程第５

議案第６号 富良野市中心街活性化

センター設置条例の制定について
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────────────────────

日程第５ 議案第６号○議長（中元優君）

富良野市中心街活性化センター設置条例の制

定についてを議題といたします。

お諮りいたします。

本件については、さきの議会運営委員長の

報告のとおり、審査を要しますので、経済建

設委員会に付託し、閉会中、継続審査といた

したいと思います。これに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、ただいまお諮りのとおり

決しました。

────────────────────

日程第６

議案第８号 富良野市長及び助役の

給与等に関する条例の一部を改正す

る条例の一部改正について

────────────────────

日程第６ 議案第８号○議長（中元優君）

富良野市長及び助役の給与等に関する条例の

一部を改正する条例の一部改正についてを議

題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第７

議案第９号 富良野市教育委員会教

育長の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の一部改正につ

いて

────────────────────

日程第７ 議案第９号○議長（中元優君）

富良野市教育委員会教育長の給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例の一部改正

についてを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第８

報告第１号 専決処分報告

────────────────────

日程第８ 報告第１号○議長（中元優君）

専決処分報告を議題といたします。

本件について説明を求めます。

建設水道部長里博美君。

－登壇－○建設水道部長（里博美君）

報告第１号専決処分報告について御説明申

し上げます。

本件は、地方自治法第１８０条第１項の規

定により、去る６月３０日付をもって専決処

分を行った自動車事故の損害賠償につきまし

て、同条第２項の規定により御報告申し上げ

るものでございます。

平成１８年６月２１日、中心街整備推進室

の職員が、富良野物産センター駐車場内で車

両を後進させたところ、駐車中の車両に接触

し、相手の車両に損傷を与えた事故で、その

車両の物損に対し損害賠償を行ったものであ

ります。幸い相手車両は無人で、相手方に人
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身などの被害はなく、大事に至りませんでし

たが、今後とも安全運転、管理の徹底に努

め、車両の運転に十分注意を払い、事故の再

発防止に努めてまいりたいと思います。

以上でございます。

本件に関し、発言ござ○議長（中元優君）

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、本○議長（中元優君）

件は、地方自治法第１８０条第２項の規定に

基づく報告であります。

以上で、本報告を終わります。

────────────────────

日程第９

意見案第１号 基地対策予算の増額

等を求める意見書

────────────────────

日程第９ 意見案第１○議長（中元優君）

号基地対策予算の増額等を求める意見書を議

題といたします。

提案者の説明を求めます。

１５番菊地敏紀君。

－登壇－○１５番（菊地敏紀君）

意見案第１号基地対策予算の増額等を求め

る意見書。

上記につきましては、横山久仁雄議員外４

名の賛同を得て、議会規則第１３条の規定に

より提出するものであります。

それでは、朗読をもって御説明を申し上げ

たいと思います。

基地対策予算の増額等を求める意見書。

我が国には、多くの自衛隊や米軍の施設が

所在しており、各地で基地施設の所在に起因

するさまざまな問題が発生し、住民生活はも

とより地域振興等に多大な影響を及ぼしてい

る。

そのため、基地施設周辺の市町村は、基地

所在に伴う諸問題の解決に向けて鋭意努力を

しているところである。

こうした基地関係市町村に対しては、固定

資産税の代替的性格を基本とした基地交付金

及び基地交付金の対象外である米軍資産や住

民税の非課税措置等の税財政上の影響を考慮

した調整交付金が交付されている。

また、自衛隊等の行為または防衛施設の設

置・運用により生ずる障害の防止・軽減のた

め国の責任において基地周辺対策事業が実施

されている。

しかし、基地関係市町村の行財政運営は、

基地所在に伴う特殊な財政需要の増大等によ

り大変厳しい状況にあり、国による基地対策

のさらなる充実が必要である。

よって、国におかれては、基地関係市町村

の実情に配慮して下記事項を実現するよう強

く要望する。

記については、皆様方に御一読をいただき

まして、よろしく御審議の上、御賛同賜りま

すようにお願いいたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で質疑○議長（中元優君）

を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１０

意見案第２号 道路整備に関する意

見書

────────────────────

日程第１０ 意見案第○議長（中元優君）

２号道路整備に関する意見書を議題といたし

ます。

提案者の説明を求めます。

９番野嶋重克君。

－登壇－○９番（野嶋重克君）



― 163 ―

意見案第２号道路整備に関する意見書は、

横山議員外３名の賛同を得て、会議規則第１

３条の規定により提出するものであります。

道路整備に関する意見書。

これは５点ございます。１点目といたしま

して、受益者負担による合理的な制度である

道路特定財源の目的に基づき、必要な予算を

確保すること。

２番目、道路特定財源の使途については、

道路利用者や納税者の意見を適切に反映する

こと。

３として、安全・安心な生活環境の確保、

活力ある地域づくりや経済活動の発展を支え

るため、都市部の環状道路や地方部の主要な

幹線道路ネットワークの整備等を計画的に推

進し、効果的かつ効率的に道民の期待する道

路整備を実現すること。

４、高規格幹線道路ネットワークの早期形

成を図るため、現在事業中の区間について

は、効率的な整備を行うことにより一日も早

く供用するとともに、抜本的見直し区間のう

ち「当面着工しない」とされた区間について

は、早急に検討を行い、早期に事業化を図る

こと。

５、富良野圏域における道路整備を推進す

ること。

１、地域高規格道路網の整備促進、２、国

道３８号、２３７号の整備、３、開発道路美

唄富良野線の整備促進。

以上でございますけれども、それぞれ議員

各位の御賛同を求めるものでございます。

よろしくお願いいたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

３番宮田均君。

５番目の富良野圏域に○３番（宮田均君）

おける道路整備を推進することの、一つ目に

地域高規格道路の整備推進とあります。この

中で一つ質問したいと思いますが、この事業

は、農地、あるいは地域経済、あるいは観光

といった面では、私は市民の立場からして、

これからの都会から来る人たちのニーズ、こ

れにはそぐわない事業ということで、これに

は反対したいと思いますが、この地域高規格

道路の１番、この事業が推進することがどの

ように地域の経済にいい方向に考えているの

か、お聞きしたいと思います。

９番野嶋重克君。○議長（中元優君）

質問にお答えいたし○９番（野嶋重克君）

ます。

平成８年第４回定例会におきまして、地域

高規格道路の計画促進に関する要望決議とい

うのが原案可決されております。その後につ

きましては、道路整備につきましては、国、

道、市、それぞれ所管する道路の維持、堅持

ということが自治体の基本的な考え方である

ことと、それぞれ住民の生活の向上が図られ

るためにも、この道路の整備は必要だと、こ

のように考えるところでございます。また、

地元に直接関係ある道路整備もあるわけでご

ざいますので、市民、あるいは経済界からも

この問題について要望の声が強く上がってい

るわけでございます。

そのようなことで、この件につきまして

は、今後進めるべきだと、このように思うの

で、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

よろしいですか。○議長（中元優君）

（「了解」と呼ぶ）

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で質疑○議長（中元優君）

を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

御異議がございますの○議長（中元優君）

で、起立により採決をいたします。

本件について、原案のとおり賛成の諸君の

起立を求めます。

（賛成者起立）
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起立多数であります。○議長（中元優君）

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１１

意見案第３号 日本と同等の安全対

策が実施されない限り、アメリカ産

牛肉の輸入再開をしないことを求め

る意見書

────────────────────

日程第１１ 意見案第○議長（中元優君）

３号日本と同等の安全対策が実施されない限

り、アメリカ産牛肉の輸入再開をしないこと

を求める意見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

２番佐々木優君。

－登壇－○２番（佐々木優君）

意見案第３号日本と同等の安全対策が実施

されない限り、アメリカ産牛肉の輸入再開を

しないことを求める意見書につきましては、

天日公子議員外５名の賛同を得て提出いたし

ます。

輸入を再開したばかりのアメリカ産牛肉か

ら危険部位の脊柱が発見され、再度、輸入が

停止される事態が引き起こされました。同様

の事件が香港、台湾でも発生しました。

アメリカ政府のＢＳＥ対策、安全対策は極

めて不十分でずさんなものです。ＢＳＥの検

査率は１％であり、２０カ月齢の判別も生年

月日不明のため目視による認定としており、

危険部位の除去も３０カ月齢以上のみという

ものであります。こうした状況が改善される

担保がないまま、再度、輸入再開することは

絶対に容認できません。

日本国民の安全・安心を守るためには、日

本と同等の安全対策を実施しない限り、アメ

リカ産牛肉は輸入再開すべきでないと考えま

す。

１、日本と同等のＢＳＥ安全対策ができな

い限り、アメリカ産牛肉の輸入を再開しない

こと。

２、全頭検査は国の責任で行うこと。

３、牛肉加工品について原産地表示を行う

こと。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づい

て、意見書を提出いたします。

よろしくお願いいたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で質疑○議長（中元優君）

を終わり、討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１２

意見案第４号 高金利の引き下げ等

を求める意見書

────────────────────

日程第１２ 意見案第○議長（中元優君）

４号高金利の引き下げ等を求める意見書を議

題といたします。

提案者の説明を求めます。

４番広瀬寛人君。

－登壇－○４番（広瀬寛人君）

意見案第４号高金利の引き下げ等を求める

意見書は、千葉勲議員以下６名の賛同を得て

提出をいたします。

高金利の引き下げ等を求める意見書。

２００３年７月に成立した、ヤミ金対策法

附則第１２条は、その施行後３年を目途とし

て、貸金業制度及び出資法の上限金利の見直

しを行うことを定めており、本年中に出資法

の上限金利の見直しに向けて法案が国会に上

程される見通しとなっている。消費者金融か

らの利用者は、貸付金利２５％から２９.２



― 165 ―

％の高金利が利息制限法に違反し、支払う必

要のない金利であることを理解しないまま返

済を継続している。多重債務者問題はますま

す深刻化し、毎年２０万前後の個人破産申し

立てがなされ、さらには経済・生活苦による

自殺者が８,０００人にも及ぶ異常な事態と

なっている。その中には、借り主の返済金か

ら利息制限法の上限金利を超過した部分を元

本に組み入れて計算し直すと、既に支払い済

みである事実を知らないまま返済に追われ

て、自殺に追い込まれた悲惨な例も含まれて

いると考えられる。消費者金融の広告宣伝や

無人契約機の導入など借り手の抵抗感を失わ

せ、支払い能力を精査しないまま行う過剰貸

し付けが主要因ではあるが、根本的には我が

国の金利規制がかかる高金利の横行を許す構

造になっていることが最大の原因である。利

息制限法は、同法所定の制限金利を超える利

息部分は民事上無効として支払い義務を否定

しているものの、出資法は、上限金利を超え

る利息の約定のみに刑事罰を定め、その間の

利息は、いわゆる「グレーゾーン金利」とさ

れ、支払い義務はないとされるが、貸金業規

制法第４３条は、登録貸金業者には「任意の

支払い」など一定の厳格な要件を満たせばグ

レーゾーン金利の取得を認めており、この二

重構造が高金利を許容・助長する原因となっ

ている。多重債務者の問題の解決のため、下

記事項の実現を強く求める。

記以降につきましては、御一読をいただ

き、議員各位の御賛同をいただければ幸いに

存じます。

以上でございます。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で質疑○議長（中元優君）

を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１３

意見案第５号 地方交付税制度の財

源保障機能を堅持し、充実を求める

意見書

────────────────────

日程第１３ 意見案第○議長（中元優君）

５号地方交付税制度の財源保障機能を堅持

し、充実を求める意見書を議題といたしま

す。

提案者の説明を求めます。

２番佐々木優君。

－登壇－○２番（佐々木優君）

意見案第５号地方交付税制度の財源保障機

能を堅持し、充実を求める意見書につきまし

ては、横山久仁雄議員外４名の賛同を得て提

出いたします。

地方交付税は地方の固有財源であり、国の

借金のつけ回しとして、しかも地方の代表者

も入れずに改革するというのは許されませ

ん。地方交付税制度は、憲法で地方自治体に

保障された「財産を管理し、事務を処理し、

及び行政を執行する」ことを実現するための

ものであります。その削減は、住民の暮らし

や福祉のためのサービスを切り捨てるもので

あります。

地方の事務の中で国が法律で義務づけてい

るのは、消防や保育所など住民の暮らしに密

接にかかわるものである。国が義務づけてい

るならば、その財源の保障を削るべきではあ

りません。

地方交付税は、地方自治体と住民サービス

の命綱とも言うべきものであります。

以上のことから、次のことについて、政府

に求めるものであります。

１、地方交付税制度は、財源保障機能と財
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政調整機能をあわせ持つ制度として充実させ

ること。

２、国の財政の歳出削減の一環として、地

方共有の財産である地方交付税を一方的に削

減することをやめること。

３、決定のプロセスに地方の代表者の参加

を保障し、「法定率」の引き上げを含め地方

交付税の充実を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づ

き、意見書を提出いたします。

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたし

ます。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で質疑○議長（中元優君）

を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１４

意見案第６号 医師・看護師等の大

幅な増員を求める意見書

────────────────────

日程第１４ 意見案第○議長（中元優君）

６号医師・看護師等の大幅な増員を求める意

見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

２番佐々木優君。

－登壇－○２番（佐々木優君）

意見案第６号医師・看護師等の大幅な増員

を求める意見書につきましては、横山久仁雄

議員外４名の皆さんの賛同を得て提出いたし

ます。

医療事故をなくし、安全で行き届いた医療

と看護を実現するためには、医療従事者がゆ

とりと誇りを持って働き続けられる職場環境

づくりが不可欠です。

しかし、医療現場の実態はかつてなく過酷

になっており、医師や看護師などの不足が深

刻化しています。看護師は仕事に追い回され

て疲れ果て、「十分な看護提供ができる」と

考えているのは看護師の１割にも届かず、４

分の３が「やめたい」と思っているほどであ

ります。

北海道では医師の確保が困難なため、診療

科の縮小や病棟を閉鎖する病院が後を絶ちま

せん。また、「医師、看護師の確保が難し

い」ことを理由に病院自体を閉院してしまう

ケースも生まれてきています。道内の地域医

療が崩壊してしまうことさえ危惧されます。

欧米諸国に比べ日本は圧倒的に人員体制が

少ないのが現状です。また患者の重症化、医

療・看護の高度化に加え、入院日数の短縮や

業務のＩＴ化などによって業務は過密の度を

増し続けています。現場はもはや限界であ

り、人員増は緊急の課題です。

よって政府においては、医療現場での大幅

増員を保障する医師・看護職員などの確保対

策を抜本的に強化されるよう要望いたしま

す。

１、医師・看護師など医療従事者を大幅に

増員すること。

２、看護職員の配置基準を「夜間は患者１

０人に対して１人以上、日勤帯は患者４人に

対して１人以上」とするなど、抜本的改善を

すること。

３、夜勤日数を月８日以内に規制するなど

「看護職員確保法」などを改正すること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づ

き、意見書を提出いたします。

賛同いただきますように、よろしくお願い

いたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で質疑○議長（中元優君）

を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１５

閉会中の所管事務調査について

閉会中の都市事例調査について

────────────────────

日程第１５ 閉会中の○議長（中元優君）

所管事務調査及び都市事例調査についてを一

括議題といたします。

本件について、各委員長よりの申し出を職

員に朗読いたさせます。

庶務課長大畑一君。

－登壇－○庶務課長（大畑一君）

市民福祉、経済建設常任委員会、各委員長

からの所管事務調査の申し出を朗読いたしま

す。

事務調査申出書。

本委員会は、閉会中、下記の件について継

続調査を要するものと決定したので申し出ま

す。

市民福祉委員会。

調査番号、調査第８号。

調査件名、保健・医療・福祉・介護におけ

る連携について。

経済建設委員会。

調査番号、調査第９号。

調査件名、観光行政について。

次に、議会改革特別委員会委員長からの都

市事例調査の申し出を朗読いたします。

都市事例調査申出書。

本委員会は、閉会中、下記により都市事例

調査を要するものと決定したので申し出ま

す。

議会改革特別委員会。

調査件名、議会改革と議会運営について。

調査地、室蘭市、栗山町、白老町。

予定月日、７月中旬。

以上です。

お諮りいたします。○議長（中元優君）

ただいま朗読報告のとおり、閉会中の事務

調査及び都市事例調査について決定いたした

いと存じます。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、それぞれ申し出のとおり、閉会中

の事務調査及び都市事例調査を許可すること

に決しました。

────────────────────

閉 会 宣 告

────────────────────

以上で、本日の日程を○議長（中元優君）

終わり、本定例会の案件はすべて終了いたし

ました。

これをもって、平成１８年第２回富良野市

議会定例会を閉会いたします。

午後 ０時００分 閉会
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上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

平成１８年７月７日

議 長 中 元 優

署 名 議 員 千 葉 勲

署 名 議 員 菊 地 敏 紀


